
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
九
日
提
出

質

問
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生
活
保
護
の
母
子
家
庭
と
一
般
母
子
家
庭
の
比
較
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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生
活
保
護
の
母
子
家
庭
と
一
般
母
子
家
庭
の
比
較
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
一
五
年
五
月
二
三
日
に
行
わ
れ
た
財
政
制
度
等
審
議
会
の
財
政
制
度
分
科
会
「
歳
出
合
理
化
部
会
及
び
財
政
構
造
改
革

部
会
合
同
部
会
」
（
以
下
「
当
該
会
議
」
と
い
う
）
の
議
事
録
を
見
る
と
、
社
会
保
障
担
当
の
主
計
官
か
ら
の
説
明
と
し
て
生

活
保
護
の
母
子
家
庭
と
一
般
母
子
家
庭
の
所
得
を
比
較
し
て
「
逆
転
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
」
と
の
発
言
が
あ
る
。
こ
の
発
言

に
関
連
し
て
以
下
質
問
す
る
。

一

当
該
会
議
に
提
出
さ
れ
た
資
料
に
お
け
る
、
生
活
保
護
母
子
家
庭
と
一
般
母
子
家
庭
の
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
所
得
は
い
く
ら

か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
世
帯
人
員
は
何
人
か
、
答
弁
い
た
だ
き
た
い
。

二

議
事
録
に
あ
る
「
逆
転
現
象
」
は
、
世
帯
人
員
数
を
無
視
し
て
、
世
帯
所
得
の
み
を
比
較
し
て
、
見
い
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
理
解
で
き
る
が
間
違
い
な
い
か
。

三

世
帯
人
員
数
を
勘
案
し
て
一
人
当
た
り
所
得
で
比
較
し
た
場
合
、
一
般
母
子
家
庭
と
生
活
保
護
母
子
家
庭
そ
れ
ぞ
れ
い
く

ら
と
な
る
か
。
一
般
母
子
家
庭
と
生
活
保
護
母
子
家
庭
の
逆
転
現
象
は
起
こ
っ
て
い
る
か
。

四

世
帯
人
員
数
を
勘
案
す
る
比
較
方
法
で
、
一
人
当
た
り
所
得
以
外
の
妥
当
な
方
法
が
あ
れ
ば
、
そ
の
方
法
で
の
比
較
も
示

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
場
合
も
、
一
般
母
子
家
庭
と
生
活
保
護
母
子
家
庭
の
逆
転
現
象
は
起
こ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
お

一



示
し
い
た
だ
き
た
い
。

五

世
帯
人
員
数
を
無
視
す
る
比
較
と
、
勘
案
す
る
比
較
の
い
ず
れ
が
、
生
活
水
準
を
比
較
す
る
場
合
に
適
切
で
あ
る
か
、
政

府
の
見
解
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

六

生
活
保
護
母
子
加
算
廃
止
と
関
連
す
る
一
般
母
子
家
庭
の
所
得
と
生
活
保
護
母
子
家
庭
の
所
得
比
較
に
つ
い
て
、
公
的
な

会
議
で
言
及
さ
れ
た
の
は
、
当
該
会
議
が
最
初
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
間
違
い
な
い
か
。
も
し
、
当
該
会
議
以
前
に
こ
の
比

較
の
議
論
が
行
わ
れ
た
議
事
録
の
残
っ
て
い
る
会
議
が
あ
る
な
ら
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

七

一
般
母
子
家
庭
と
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
母
子
家
庭
の
違
い
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
お
母
さ
ん
の
健
康
状
態
は
ど
ち
ら

が
よ
い
か
。
Ｄ
Ｖ
被
害
は
ど
ち
ら
が
多
い
か
。
子
ど
も
や
お
母
さ
ん
に
障
害
が
あ
る
割
合
は
ど
ち
ら
が
多
い
か
。
子
ど
も
が

不
登
校
の
割
合
は
ど
ち
ら
が
多
い
か
。
貯
金
は
ど
ち
ら
が
多
い
か
。
高
校
進
学
率
は
ど
ち
ら
が
高
い
か
。
調
査
結
果
が
あ
る

も
の
は
、
調
査
結
果
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
調
査
結
果
の
な
い
も
の
は
、
国
と
し
て
の
お
お
ま
か
な
推
測
で
構
わ
な
い

の
で
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
。

八

生
活
保
護
母
子
家
庭
は
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
一
般
母
子
家
庭
に
比
べ
て
、
親
の
病
気
の
割
合
が
高
い
、
Ｄ
Ｖ
被

害
や
児
童
虐
待
の
被
害
者
が
多
い
、
障
害
の
あ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
な
ど
、
金
銭
面
の
み
な
ら
ず
、
生
活
全
体
が
困
窮
し
て
い

二



る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
認
識
を
国
は
持
っ
て
い
る
か
。
そ
れ
と
も
両
者
の
生
活
困
窮
度
合
い
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
い

う
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

九

一
般
母
子
家
庭
と
生
活
保
護
母
子
家
庭
の
消
費
支
出
比
較
調
査
に
お
い
て
、
生
活
保
護
母
子
家
庭
の
数
値
は
ど
の
地
域
に

住
ん
で
い
る
ケ
ー
ス
を
想
定
し
た
の
か
。
ま
た
、
対
比
と
な
っ
た
一
般
母
子
家
庭
は
、
ど
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
の
か
。
対

比
と
な
っ
た
一
般
母
子
家
庭
の
居
住
地
は
そ
も
そ
も
把
握
し
て
い
る
か
。

十

九
の
質
問
に
お
い
て
、
一
般
母
子
家
庭
の
居
住
地
が
不
明
で
あ
れ
ば
、
対
比
し
た
生
活
保
護
母
子
家
庭
と
居
住
地
が
違
う

可
能
性
も
あ
る
の
か
。
そ
の
場
合
、
居
住
地
が
違
え
ば
、
消
費
支
出
も
違
う
の
で
は
な
い
か
。
正
確
な
対
比
の
た
め
に
は
、

同
じ
よ
う
な
居
住
地
の
家
庭
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


